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役員の報酬及び費用に関する規程 

                         （平成２５年４月１日） 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人奈良県測量設計業協会（以下「本協会」と

いう。）定款第１８条の規定に基づき、本協会の役員の報酬及び費用に関し、法

令に定めるもののほか必要事項を定める。 

（役員等） 

第２条 この規程において役員とは理事及び監事をいう。 

（報酬） 

第３条 役員は無報酬とする。 

（費用） 

第４条 役員の職務の遂行に伴い発生する旅費交通費等は県外に限り実費を支 

給する。ただし県内において会議等に出席した者の駐車料金は実費を支給する。 

２ 日当、食費は支給しない。 

３ やむを得ず、宿泊を要する場合に限り、１泊 12,000 円を支給する。 

４ 本規程に定めなき事項は理事会により決定する。 

 


